
議案第１号 

   管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について 

 

  令和３年10月28日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

知事部局の組織改編等に伴い、地方公務員法第52条第４項の規定により、

同条第３項ただし書に規定する管理職員等として指定等をするものである。  

第２ 規則案の内容 

岩手県知事から管理職員等の指定の内申があった職について、指定する必

要があると認められることから、当該職を別表に加えること。（別表関係）  

第３ 施行期日（附則関係） 

令和３年11月20日から施行すること。 
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 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和 年 月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号    

   管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年岩手県人事委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

 組 織 職 員   組 織 職 員  

  ［略］     ［略］   

 知

事

の

事

務

部

局 

 ［略］   知

事

の

事

務

部

局 

 ［略］  

 出

先

機

関 

 ［略］   出

先

機

関 

 ［略］  

 先端科学技術研究センター  ［略］   先端科学技術研究センター  ［略］  

   平泉世界遺産ガイダンスセン

ター 

所長 副所長  

 食肉衛生検査所  ［略］   食肉衛生検査所  ［略］  

 ［略］    ［略］  

  ［略］    ［略］  

      

備考 改正部分は、下線の部分である。  

   附 則 

 この規則は、令和３年11月20日から施行する。 
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管理職員検討表

番

号 所　属　名 職　　名 内申状況 格付 部下数 該当基準 指定要否 理　　　　　由

1 所長 新規 行6・7 3 3-1 要 出先機関の長の職
新設に伴い、当該組織の
長が設置されるもの。

2 副所長 新規 行6・7 3-2 要
出先機関の長の職を直
接補佐する職

新設に伴い、所長の職を
補佐する職が設置される
もの。

知
事
の
事
務
部
局

出
先
機
関

平泉世界
遺産ガイ
ダンスセ
ンター

組
織

検　討　対　象　の　職 管理職員等指定基準
備　　　　　　考
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